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平成 29年８月 22日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 エ ス ケ ー ホ ー ム 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  瀬 口  力 

(コード番号：1431 福証 Q-Board) 

問 合 せ 先 取締役管理部長  山崎 和範 

 （TEL．0 9 6 8 - 4 4 - 3 5 5 9 ） 

 

商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29 年８月 22 日開催の取締役会において、商号の変更及び定款一部変更議案を平成 29年９月

26日開催予定の第 20期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．商号の変更について 

(1）変更の理由 

今後長期的には人口減少や住宅の長寿命化等により縮小していく住宅市場に対し、戸建住宅事業を中核 

とした「生活創造企業」を目指し、事業の多角化を進めていくための施策の一環として、「株式会社エス

ケーホーム」から新商号「株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ」に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更す

るものであります。 

 

(2）新商号（英文表記） 

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ（英文名：Lib Work Co.,Ltd.） 

 

(3）変更予定日 

平成 30年４月１日 

 

２．定款の一部変更について 

(1）変更の理由 

① 現行定款第１条（商号）の変更 

「１．商号の変更について」に記載のとおり、現行定款第１条（商号）を変更するものであります。 

② 現行定款第２条（目的）の変更 

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業内容を追加

するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げ及び字句の一部訂正を行うものであります。 

③ 現行定款第６条（発行可能株式総数）の変更 

中長期の経営戦略に沿って機動的かつ柔軟な資本政策が可能となるように、発行可能株式総数を現行

の 2,000,000株から 4,000,000株に変更すべく、現行定款第６条（発行可能株式総数）を変更するもの

であります。 

④現行定款第 18条（員数）の変更 

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 18 条（員数）に定める取締役の員数の上限を２名増

員し、５名から７名に変更するものであります 
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(2）変更の内容 

 変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社エスケーホームと称し、英文

では、SK home Co.,Ltd.と表示する。 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋと称し、英

文では、Lib Work Co.,Ltd.と表示する。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．建築工事の請負ならびに企画、設計及び監理 

２．土木工事業 

３．不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

４．火災保険代理店業 

５．損害保険代理店業 

６．生命保険代理店業 

７．介護保険法に基づく各種事業 

８．老人ホーム、通所介護（デイサービス）施設、

介護予防通所介護施設、短期入所生活介護

（ショートステイ）施設、介護予防短期入所

生活介護施設、リハビリテーション及びトレ

ーニング施設等の経営 

９．ホームヘルパー等人材育成及び職業能力開発

のための教育訓練 

１０．老人用住宅の賃貸及び管理運営 

１１．食事の配送及び家事の援助 

１２．医療器具、福祉用具、介護用品及び介護機器

の販売並びにレンタル 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．建築工事の請負ならびに企画、設計及び監理 

（削除） 

２．不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理 

３．不動産の投資及び再生事業 

４．ホテル・旅館等の宿泊施設の経営 

５．国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 

６．企業及びベンチャービジネスへの投資 

７．不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共

同事業 

８．土木工事業 

９．広告代理店業 

１０．火災保険代理店業 

１１．損害保険代理店業 

１２．生命保険代理店業 

１３．介護保険法に基づく各種事業 

１４．老人ホーム、通所介護（デイサービス）施設、

介護予防通所介護施設、短期入所生活介護（シ

ョートステイ）施設、介護予防短期入所生活

介護施設、リハビリテーション及びトレーニ

ング施設等の経営 

１５．ホームヘルパー等人材育成及び職業能力開発

のための教育事業 

１６．老人用住宅の賃貸及び管理運営 

１７．食事の配送及び家事の援助 

１８．医療器具、福祉用具、介護用品及び介護機器

の販売並びにレンタル 

１３．上記各号に附帯する一切の業務及びコンサル

ティング業務 

１９．上記各号に附帯する一切の業務及びコンサル

ティング業務 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、２，０００，００

０株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、４，０００，００

０株とする。 

（員数） 

第１８条 当会社の取締役は、５名以内とする。 

（員数） 

第１８条 当会社の取締役は、７名以内とする。 

（新設） 附則 

第１条の変更は、平成３０年４月１日をもって効力を生じ

る。なお、本附則は第１条の効力発生後、自動的に削除さ

れる。 
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(3）日程 

定款変更のための株主総会開催日   平成 29年９月 26日（火） 

定款変更の効力発生日        平成 29年９月 26日（火） 

 

以上 


